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１ 小学校理科で育成を目指す資質・能力

３ 主体的・対話的で深い学びの視点からの
授業改善

２ 安全な観察・実験に向けた取組
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小学校理科で育成を目指す資質・能力
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小学校理科で育成を目指す資質・能力

第１章 総説
３ 理科改訂の要点
今回の改訂は、小学校理

科で育成を目指す資質・能
力を育む観点から、自然に
親しみ、見通しをもって観
察、実験などを行い、その
結果を基に考察し、結論を
導きだすなどの問題解決の
活動を充実した。また、理
科を学ぶことの意義や有用
性の実感及び理科への関心
を高める観点から、日常生
活や社会との関連を重視す
る方向で検討した。

改訂の要点
⑴目標の在り方

①目標の示し方
②理科の見方・考え方

⑵内容の改善・充実
①内容の示し方
②教育内容の見直し
③小学校理科の内容の改善

⑶学習指導の改善・充実
①資質・能力を育成する学び
の過程

②「主体的・対話的で深い学
び」の実現

③教材や教育環境の充実

小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ８～９



小学校理科で育成を目指す資質・能力

小学校学習指導要領理科（H29改訂）

目標
自然に親しみ、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもっ
て観察、実験を行うことなどを通して、自然の事物・現象に
ついての問題を科学的に解決するために必要な資質・能力を
次のとおり育成することを目指す。

(1) 自然の事物・現象についての理解を図り、観察、実験な
どに関する基本的な技能を身に付けるようにする。

(2) 観察、実験などを行い、問題解決の力を養う。

(3) 自然を愛する心情や主体的に問題解決しようとする態度
を養う。

小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ１２



小学校学習指導要領
第２章 第４節 理科
第１ 目 標
自然に親しみ、理科の見方・考え方を
働かせ、見通しをもって観察、実験を
行うことなどを通して、自然の事物・
現象についての問題を科学的に解決す
るために必要な資質・能力を次のとお
り育成することを目指す。

(1) 自然の事物・現象についての理解
を図り、観察、実験などに関する基
本的な技能を身に付けるようにする。

(2) 観察、実験などを行い、問題解決
の力を養う。

(3) 自然を愛する心情や主体的に問題
解決しようとする態度を養う。

生きて働く

「知識及び技能」の習得

○自然の事物・現象についての
理解
・自然の事物・現象の性質や

規則性等を把握する。

○観察、実験などに関する基本
的な技能
・器具や機器などを目的に応

じて工夫して扱う。
・観察、実験の過程やそこか

ら得られた結果を適切に記
録する。

小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ１２、１７
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小学校理科で育成を目指す資質・能力

小学校学習指導要領
第２章 第４節 理科
第１ 目 標
自然に親しみ、理科の見方・考え方を
働かせ、見通しをもって観察、実験を
行うことなどを通して、自然の事物・
現象についての問題を科学的に解決す
るために必要な資質・能力を次のとお
り育成することを目指す。

(1) 自然の事物・現象についての理解
を図り、観察、実験などに関する基
本的な技能を身に付けるようにする。

(2) 観察、実験などを行い、問題解決
の力を養う。

(3) 自然を愛する心情や主体的に問題
解決しようとする態度を養う。

未知の状況にも対応できる

「思考力、判断力、表現力等」
の育成

○各学年で主に育てたい力

・第３学年：差異点や共通点を
基に、問題を見いだす力

・第４学年：既習の内容や生活
経験を基に、根拠のある予想
や仮設を発想する力

・第５学年：予想や仮設を基に、
解決の方法を発想する力

・第６学年：より妥当な考えを
つくりだす力

小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ１２～１９



小学校理科で育成を目指す資質・能力

未知の状況にも対応できる「思考力、判断力、表現力等」の育成

○各学年で主に育てたい力
・第３学年：差異点や共通点を基に、問題を見いだす力

この力を育成するためには、複数の自然の事物・現象を比較し、その
差異点や共通点を捉えることが大切

・第４学年：既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想や仮設を発想
する力

この力を育成するためには、自然の事物・現象同士を関係付けたり、
自然の事物・現象と既習の内容や生活経験と関係付けたりすることが大切

・第５学年：予想や仮設を基に、解決の方法を発想する力
この力を育成するためには、自然の事物・現象に影響を与えると考える

要因を予想し、どの要因が影響を与えるかを調べる際に、これらの条件
を制御するといった考え方を用いることが大切

・第６学年：より妥当な考えをつくりだす力
この力を育成するためには、自然の事物・現象を多面的に考えることが

大切
小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ１７～１８



小学校理科で育成を目指す資質・能力

小学校学習指導要領
第２章 第４節 理科
第１ 目 標
自然に親しみ、理科の見方・考え方を
働かせ、見通しをもって観察、実験を
行うことなどを通して、自然の事物・
現象についての問題を科学的に解決す
るために必要な資質・能力を次のとお
り育成することを目指す。

(1) 自然の事物・現象についての理解
を図り、観察、実験などに関する基
本的な技能を身に付けるようにする。

(2) 観察、実験などを行い、問題解決
の力を養う。

(3) 自然を愛する心情や主体的に問題
解決しようとする態度を養う。

学びを人生や社会にいかそうとする

「学びに向かう力・人間性等」
の涵養

○自然を愛する心情や主体的に問題
解決しようとする態度
・生物を愛護しようとする態度、
生命を尊重しようとする態度

・意欲的に自然の事物・現象に関わ
ろうとする態度

・粘り強く問題解決しようとする態
度

・他者と関わりながら問題解決しよ
うとする態度

・学んだことを自然の事物・現象や
日常生活に当てはめてみようとす
る態度

小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ１２～１９



安全な観察・実験に向けた取組

令和７年度
徳島県小・中学校教育課程研究集会



事故防止、薬品などの管理

【小学校理科 学習指導要領】（抜粋）

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

３ 観察、実験などの指導に当たっては、事故
防止に十分留意すること。また、環境整備に
十分配慮するとともに、使用薬品についても
適切な措置をとるよう配慮すること。



【小学校理科 学習指導要領解説】（抜粋）
３ 事故防止、薬品などの管理

観察、実験などの指導に当たっては、予備実験を行い、安全上の配慮事項を具
体的に確認した上で、事故が起きないように児童に指導することが重要である。
安全管理という観点から、加熱、燃焼、気体の発生などの実験、ガラス器具や

刃物などの操作、薬品の管理、取扱い、処理などには十分に注意を払うことが求
められる。野外での観察、採集、観測などでは事前に現地調査を行い、危険箇所
の有無などを十分に確認して、適切な事前指導を行い、事故防止に努めることが
必要である。実験は立って行うことや、状況に応じて保護眼鏡を着用するなど、
安全への配慮を十分に行うことが必要である。
また、観察、実験の充実を図る観点から、理科室は、児童が活動しやすいよう

に整理整頓しておくとともに、実験器具等の配置を児童に周知しておくことも大
切である。さらには、理科室や教材、器具等の物的環境の整備や人的支援など、
長期的な展望の下、計画的に環境を整備していくことが大切である。
使用薬品などについては、地震や火災などに備えて、法令に従い、厳正に管理

する必要がある。特に、塩酸や水酸化ナトリウムなど、毒物及び劇物取締法によ
り、劇物に指定されている薬品は、法に従って適切に取り扱うことが必要である。

安全な観察・実験に向けた取組



主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善
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小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 総則編

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善

第３章 教育課程の編成及び実施
第３節 教育課程の実施と学習評価
１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
(1)主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

○各教科等の指導に当たって、(1)知識及び技能が習得されるようにする
こと、(2)思考力、判断力、表現力等を育成すること、(3)学びに向かう力、
人間性等を涵養することが偏りなく実現されるようにすること

○単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら、児童の主体的・
対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行うこと

○各教科等の「見方・考え方」を働かせ、各教科等の学習の過程を重視し
て充実を図ること

※「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学び」の視点は、
各教科等における優れた授業改善等の取組に共通し、かつ普遍的な
要素である。



小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 総則編

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善

第３章 教育課程の編成及び実施
第３節 教育課程の実施と学習評価
１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
(1)主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

「主体的な学び」の視点
学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付け

ながら、見通しをもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って
次につなげる「主体的な学び」が実現できているかという視点
「対話的な学び」の視点

子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かり
に考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現
できているかという視点
「深い学び」の視点

習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた
「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解
したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考
えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が実
現できているかという視点



主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善

第４章 指導計画の作成と内容の取扱い
１指導計画作成上の配慮事項
(1)主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して、その中で育む資質・能力
の育成に向けて、児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るよう
にすること。その際、理科の学習過程の特質を踏まえ、理科の見方・
考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うことなどの、問題
を科学的に解決しようとする学習活動の充実を図ること。

○全く異なる指導方法を導入しなければならないと捉えるのではなく、
児童や学校の実態、指導の内容に応じ、「主体的な学び」、「対話
的な学び」、「深い学び」の視点から授業改善を図ることが重要

○必ずしも１単位時間の授業の中で全てが実現されるものではない

○理科においては、「理科の見方・考え方」を働かせ、見通しをもっ
て観察、実験を行うことなどの問題解決の活動を通して、「主体
的・対話的で深い学び」の実現を図るようにすることが重要

小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ９４～９５



主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善

「主体的な学び」の視点

例えば
○自然の事物・現象から問題を見いだし、見通しを
もって観察、実験などを行っているか
○観察、実験の結果を基に考察を行い、より妥当な
考えをつくりだしているか
○自らの学習活動を振り返って意味付けたり、得ら
れた知識や技能を基に、次の問題を発見したり、新
たな視点で自然の事物・現象を捉えようとしたりし
ているか

など

「対話的な学び」の視点

「深い学び」の視点

小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ９４～９５
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主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善

「主体的な学び」の視点

「対話的な学び」の視点

例えば
○あらかじめ個人で考え、その後、意見交換したり、
根拠を基にして議論したりして、自分の考えをより
妥当なものにする学習となっているか

など

「深い学び」の視点

小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ９４～９５

主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善



主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善

「主体的な学び」の視点

「対話的な学び」の視点

「深い学び」の視点

例えば
○「理科の見方・考え方」を働かせながら問題解決
の過程を通して学ぶことにより、理科で育成を目指
す資質・能力を獲得するようになっているか
○様々な知識がつながって、より科学的な概念を形
成することに向かっているか
○新たに獲得した資質・能力に基づいた「理科の見
方・考え方」を、次の学習や日常生活などにおける
問題発見・解決の場面で働かせているか

など

小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ９４～９５
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「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」
のためのサポートマガジン『みるみる』

内容
【基本編】

「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」を図る
授業づくりの基本的な考え方

【実践編】
授業づくりの具体的な取組の紹介

資料紹介



https://siryou.tokushima-ec.ed.jp/page_20230207022015

徳島版読解力

資料紹介



学力・学校力通信 Tokushima Navi
(令和5年12月号理科・令和7年1月授業づくり)

資料紹介

https://siryou.tokushima-ec.ed.jp/page_20230207022015

徳島ＩＣＴ活用モデル

【リーフレット】徳島ICT活用モデル 令和６年３月


